
   各務原市建築基準法施行細則 

 

                平成１５年３月２８日 規則第 １８号（全改正） 

 

 各務原市建築基準法施行細則（平成２年規則第９号）の全部を改正する。 

 （目的） 

第１条 この規則は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）、

 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「政令」という。）、建築基準

 法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号。以下「省令」という。）及び岐阜県建築

 基準条例（平成８年岐阜県条例第１０号。以下「県条例」という。）の施行について

 必要な事項を定めるものとする。 

 （道路の指定） 

第２条 法第４２条第２項の規定により市長が指定するものは、次の各号のいずれか

 に該当する道とする。 

（１）道路法（昭和２７年法律第１８０号）による道路で幅員が４メートル未満のも

  の 

（２）前号の道以外の道で幅員が１．８メートル以上４メートル未満のもの 

 （敷地の指定） 

第３条 法第５３条第３項第２号の規定により市長が指定するものは、次の各号のい

 ずれかに該当する敷地とする。 

（１）街区の角にある敷地 

（２）２以上の道路に接する敷地 

（３）公園、広場、川（幅員４メートル未満のものを除く。）の類に接する敷地 

（４）幅員の合計が２０メートル以上の道路、公園、広場、川の類に接する敷地 

（５）前各号に準ずる敷地 

 （確認申請手数料等の減免） 

第４条 市長は、各務原市手数料条例（平成１２年条例第３号）第２条第

３項の規定に基づき、災害により滅失した住宅をり災後６月（災害によ

り滅失した住宅が災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第２条の区

域にできるものにあっては、別に定める期間とする。）以内に建築する

場合には、り災の状況を考慮して、同条例別表に規定する建築確認申請



等手数料（構造計算適合性判定審査手数料加算額を除く。）、建築設備

確認申請等手数料、工作物確認申請等手数料、建築物完了検査申請等手

数料、建築物中間検査申請等手数料、中間検査を受けた建築物完了検査

申請等手数料、建築設備完了検査申請等手数料及び工作物完了検査申請

等手数料（以下「確認申請手数料等」という。)を２分の１に減額し、

又は免除することができる。  

２ 前項の規定による減額又は免除（以下「減免」という。）を受けようとする者は、

 確認申請手数料等減額（免除）申請書（様式第１号）に正副２通にその理由を証す

 る書面を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 市長は、前項の減免を承認したときは、申請者に通知するものとする。 

４ 減免の承認を受けた者は、減免に係る建築物について法第６条第１項（法第８７

条第１項、法第８７条の２又は法第８８条第１項若しくは第２項において準用する

場合を含む。）の規定による確認の申請書及び法第７条第１項（法第８７条第１項、

法第８７条の２又は法第８８条第１項若しくは第２項において準用する場合を含

む。）の規定による完了検査申請書、法第７条の３に規定する中間検査申請書を提

出するときに、前項に規定する通知書の写しを併せて提出しなければならない。 

 （許可申請に添付する図書等） 

第５条 省令第１０条の４第１項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、次

 の各号に掲げる図書又は書面とする。 

（１）省令第１条の３第１項の表１の（い）項及び（ろ）項に掲げる図書並びに同項

の表２の（３０）項の（ろ）欄に掲げる日影図 

（２）前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面 

 （確認申請書等に添付する図書等） 

第６条 建築主は、建築物の敷地が県条例第６条第１項に規定するがけの

上端から下端までの水平距離の中心線からそのがけの高さに相当する

水平距離以内にある場合においては、法第６条第１項に規定する確認の

申請書又は法第１８条第２項の規定による計画通知(以下「確認申請書

等」という。)に省令第１条の３に規定する図書のほか、次の表に掲げ

る図書を添えなければならない。  
図書の種類 明示すべき事項 

がけの断面図 縮尺、がけの高さ、がけの
こう

勾配、がけの地質及びがけの上端 



 から下端までの水平距離の中心線から建築物までの距離並び

にがけの上に建築する場合においては、排水の方法 
２ 建築主は、県条例第２３条に規定する特殊建築物を建築しようとする場合におい

 ては、確認申請書等に省令第１条の３に規定する図書のほか、次の表に掲げる図書

 を添えなければならない。 
図書の種類 明示すべき事項 

敷地の断面図 
県条例第２４条に規定する高低差並びに同条の規定により傾

斜路を設ける場合にあっては、当該傾斜路の幅、
こう

勾配及び床仕

上げ 
 （工作物許可申請に添付する図書等） 

第７条 省令第１０条の４第４項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、省

 令第３条第２項の表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書又は書面とする。

  

第８条 削除 

 （工事中の変更手続） 

第９条 建築主は、法第６条第４項(法第８７条第１項、法第８７条の２又は法第８８

条第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。)又は法第１８条第３項（法

第８７条第１項、法第８７条の２又は法第８８条第１項若しくは第２項において準

用する場合を含む。）の規定により確認済証の交付(以下「確認済証の交付」とい

う。)を受けた建築物等の建築基準関係規定に係る計画の変更(確認申請書等及び当

該申請書等に添付する図書又は書面において記載又は明示すべき事項に係る変更

に限る。)をする場合は、法第６条第１項後段の規定による変更確認（法第８７条

第１項、法第８７条の２又は法第８８条第１項若しくは第２項において準用する場

合を含む。次項において同じ。）又は法第１８条第２項の規定による計画変更通知

（法第８７条第１項、法第８７条の２又は法第８８条第１項若しくは第２項におい

て準用する場合を含む。次項において同じ。）を要する場合を除き、当該変更計画

に係る工事に着手する前に、建築物等計画変更届(様式第３号)正副２通に当該変更

に係る図書又は書面を添えて建築主事に提出しなければならない。 

２ 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物等について、建築主、工事監理者、工

事施工者その他の確認申請書等の記載事項を変更する場合(法第６条第１項後段の

規定による変更確認又は法第１８条第２項の規定による計画変更通知を要する場

合及び前項の届書を提出する場合を除く。)は、確認申請書等記載事項変更届(様式



第４号)正副２通を建築主事に提出しなければならない。 

３ 前項の規定により建築主を変更する旨の届出をしようとするときは、新旧の建築

 主が連名で行わなければならない。 

４ 建築主事は、第１項又は第２項の規定による届出を受理したときは、届出者に通

 知するものとする。 

 （工事取止届） 

第１０条 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物等及び建築主事の承認

又は市長の許可、承認又は認定（次条第１項において「許可等」という。）

を受けた建築物等の工事を取り止めたときは、建築主事又は市長に、そ

れぞれ工事取止届（様式第５号）正副２通に当該処分等に係る書面又は

図書を添付して提出しなければならない。  

 （取下届） 

第１１条 建築主は、法第６条第１項の規定による確認の申請（法第８７条第１項、

法第８７条の２又は法第８８条第１項若しくは第２項において準用する場合を含

む。）、法第１８条第２項の規定による計画の通知（法第８７条第１項、法第８７

条の２又は法第８８条第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）又は

許可等の申請を取下げようとする場合は、取下届（様式第６号）正副２

通により建築主事又は市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定は、法第７条第１項、法第７条の３第２項又は法第１８条第１４項若

しくは第１７項の規定による申請（法第８７条第１項、法第８７条の２又は法第８

８条第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）を取り下げようとする

場合に準用する。 

 （定期報告） 

第１２条 法第１２条第１項の規定により市長が指定するものは、次の表の（あ）欄

 の各項に掲げる用途に供する建築物で同表の（い）欄の各項に掲げる規模のものと

 し、省令第5条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、それぞれ同表の(う)

 欄の各項に掲げるものとする。 
 （あ） （い） （う） 
 用途 規模 報告の時期 
１ 劇場、映画館、演芸場、

公会堂又は集会場の用

途に供する建築物 

客席の床面積の合計が２００

平方メートルを超えるもの又

は３階以上の階若しくは地階

平成１５年４月１日

を始期とし、３年ご

との４月１日から翌



に客席を有するもの 年の３月３０日まで

２ 病院、診療所、老人福

祉施設又は児童福祉施

設等の用途に供する建

築物 

（あ）欄の用途に供する部分

の床面積の合計が５００平方

メートルを超え、かつ、３階

以上の階に患者等の入院等の

ための施設を有するもの 

平成１６年４月１日

を始期とし、３年ご

との４月１日から翌

年の３月３０日まで

３ ホテル又は旅館の用途

に供する建築物 
（あ）欄の用途に供する部分

の床面積の合計が５００平方

メートルを超え、かつ、３階

以上の階に宿泊室を有するも

の 

平成１７年４月１日

を始期とし、３年ご

との４月１日から翌

年の３月３０日まで

４ 百貨店、マーケット又

は物品販売業を営む店

舗の用途に供する建築

物 

（あ）欄の用途に供する部分

の床面積の合計が１，０００

平方メートルを超え、かつ、

２階以上の階に売場を有する

もの 

平成１６年４月１日

を始期とし、３年ご

との４月１日から翌

年の３月３０日まで

５ キャバレー、カフエ、

ナイトクラブ、バー、

待合、料理店又は飲食

店の用途に供する建築

物 

（あ）欄の用途に供する部分

の床面積の合計が５００平方

メートルを超え、かつ、３階

以上の階又は地階に客席を有

するもの 

平成１５年４月１日

を始期とし、３年ご

との４月１日から翌

年の３月３０日まで

６ 前各号に掲げる用途に

供する部分を２以上有

する建築物 

（あ）欄の用途に供する部分

の床面積の合計が１，０００

平方メートルを超え、かつ、

３階以上の階又は地階にその

用途に供する部分を有するも

の 

平成１６年４月１日

を始期とし、３年ご

との４月１日から翌

年の３月３０日まで

７ 事務所その他これに類

する用途に供する建築

物（法第６条第１項第

１号に掲げる建築物を

除く。） 

（あ）欄の用途に供する部分

の床面積の合計が１，０００

平方メートルを超え、かつ、

階数が５以上であるもの 

平成１７年４月１日

を始期とし、３年ご

との４月１日から翌

年の３月３０日まで

８ 自動車車庫の用途に供

する建築物で、法第４

８条第１項ただし書、

第２項ただし書、第３

項ただし書、第４項た

だし書、第５項ただし

書又は第６項ただし書

の規定により市長の許

可を受けたもの 

（あ）欄の用途に供する部分

の床面積の合計が１００平方

メートルを超えるもの 

平成１７年４月１日

を始期とし、３年ご

との４月１日から翌

年の３月３０日まで



９ 共同住宅の用途に供す

る建築物 
住戸の数が５０を超えるもの 平成１６年４月１日

を始期とし、３年ご

との４月１日から翌

年の３月３０日まで

２ 省令第５条第４項の規定により市長が定める書類は、省令第１条の３第１項の表

１の（い）項に掲げる図書（床面積求積図を除く。）、同項の表２の（１５）項の

（ろ）欄に掲げる室内仕上げ表、様式第７号（前項の表８の項に掲げる建築物に限

る。）その他市長が必要と認める図書とする。 

３ 省令第６条の３第５項第２号の規定により市長が定める同条第２項第７号の書類

の保存期間は、１０年間とする。 

 （定期検査） 

第１３条 法第１２条第３項（法第８８条第１項において準用する場合を含む。）の規

定により市長が指定するものは、次の各号に掲げる建築設備及び工作物（以下「建

築設備等」という。）とする。 

（１）建築設備 

  ア エレベーター（積載荷重が１トン以上のエレベーターであって、労働基準法

   （昭和２２年法律第４９号）別表第１第１号から第５号までに掲げる事業の用

   に供される建築物の作業場の部分において、専ら生産過程の一部として原材料、

   製品等の運搬の用途に供されるもの又は専ら搬送過程の一部として貨物等の運

   搬の用途に供されるもの（専ら生産又は搬送の作業に従事する者が運搬のため

   乗り込むものを含む。）、１戸建の住宅に設置されるもの及び法第６条第１項第

   １号から第３号までに掲げる建築物以外の建築物に設置されるものを除く。） 

  イ エスカレーター 

（２）工作物 

  ア 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの（一般交通の用に

   供するものを除く。） 

  イ ウオーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設 

  ウ メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回

   転運動する遊戯施設で原動機を使用するもの 

２ 省令第６条第１項の規定により市長が定める時期は、毎年法第８７条の２又は法

 第８８条第１項において準用する法第７条第５項又は法第７条の２第５項に規定す

 る検査済証の交付を受けた月に相当する月の前１月とする。 



３ 省令第６条の３第５項第２号の規定により市長が定める同条第２項第８号の書類

の保存期間は、５年間とする。 

 （道路の位置の指定の申請） 

第１４条 法第４２条第１項第５号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者

 は、省令第９条の規定により、道路の位置の指定申請書（様式第９号）正副２通を

 市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による道路の指定をした場合においては、その旨を告示し、

 かつ、申請者に通知するものとする。 

 （私道の変更又は廃止の申請） 

第１５条 私道を変更し、又は廃止しようとする者は、私道（変更・廃止）の認定申

 請書（様式第１０号）正副２通に、それぞれ次の表に掲げる図書及び当該私道に関

 する土地、建築物又は工作物について所有権その他の権利を有する者の承諾書を添

 えて市長に提出し、市長の認定を受けなければならない。 
図書の種類 明示すべき事項 

付近見取図 方位、道路及び目標となる建物 
地籍図 縮尺、方位、変更又は廃止しようとする道路の位置、延長及び幅

員、土地の境界、地番、地目、土地の所有者及びその道路に接す

る土地、又はその道路に接する土地にある建築物若しくは工作物

の位置 
２ 市長は、前項の規定による認定をした場合においては、その旨を告示し、かつ、

 申請者に通知するものとする。 

３ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）に規定する土地区画整理事業によ

 り、私道を変更し、又は廃止する場合は、第１項の規定は適用しない。 

４ 私道の全部又は一部が、道路法による道路となった場合にあっては、当該部分は、

 私道としては廃止されたものとみなし、第１項の規定は適用しない。 

 （
し

屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障がある区域の

指定） 

第１６条 政令第３２条第１項の表に規定する
し

屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設

け る区域のうち市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、各務

原 市の全域（下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項の公共下水道の事

業 計画のある区域で特に市長が認めるものを除く。）とする。 

 （垂直積雪量） 



第１７条 政令第８６条第３項の規定による市長が規則で定める垂直積雪量は、０．

 ３メートル以上とする。 

 （建築物の後退距離の算定の特例） 

第１８条 政令第１３０条の１２第５号に規定する市長が定める建築物の部分は、法

 第４４条第１項第４号の規定により市長が許可した建築物に接続する渡り廊下その

 他通行又は運搬の用途に供するものとする。 

 （一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請） 

第１９条 省令第１０条の１６第１項第４号に規定する市長が規則で定める図書又は

 書面は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）対象区域及びその周辺の公図の写し 

（２）対象区域内の土地の登記事項証明書（認定申請日から１月以内に発行されたも

のに限る。） 

（３）対象区域内の土地について借地権を有する者がある場合は、当該借地権を有す

  ることを証する書面の写し 

（４）省令第１０条の１６第１項第３号の規定により同意を得た者の印鑑登録証明書

 （認定申請日から１月以内に発行されたものに限る。） 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面 

２ 省令第１０条の１６第２項第３号に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、

 次の各号に掲げるものとする。 

（１）対象区域及びその周辺の公図の写し 

（２）対象区域内の土地の登記事項証明書（認定申請日から１月以内に発行されたも

のに限る。） 

（３）対象区域内の土地について借地権を有する者がある場合は、当該借地権を有す

  ることを証する書面の写し 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面 

３ 省令第１０条の１６第３項第３号に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、

 次に掲げるものとする。 

（１）対象区域及びその周辺の公図の写し 

（２）対象区域内の土地の登記事項証明書（認定申請日から１月以内に発行されたも

のに限る。） 

（３）対象区域内の土地について借地権を有する者がある場合は、当該借地権を有す



  ることを証する書面の写し 

（４）省令第１０条の１６第３項第２号の規定により同意を得た者の印鑑登録証明書

 （認定申請日から１月以内に発行されたものに限る。） 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面 

４ 省令第１０条の２１第１項第３号に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、

 次の各号に掲げるものとする。 

（１）対象区域及びその周辺の公図の写し 

（２）対象区域内の土地の登記事項証明書（認定申請日から１月以内に発行されたも

のに限る。） 

（３）対象区域内の土地について借地権を有する者がある場合は、当該借地権を有す

  ることを証する書面の写し 

（４）省令第１０条の２１第１項第２号の規定により合意を得た者の印鑑登録証明書

  （認定申請日から１月以内に発行されたものに限る。） 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面 

 （概要書の閲覧） 

第２０条 省令第１１条の４第１項の建築計画概要書、築造計画概要書、定

期調査報告概要書、定期検査報告概要書、処分等概要書及び全体計画概

要書（以下「概要書」という。）の閲覧場所は、都市建設部建築指導課

とする。  

２ 概要書の閲覧時間は、各務原市の休日を定める条例（平成３年条例第６号）第１

 条第１項に規定する市の休日を除いた日の午前８時３０分から午後５時１５分まで

 とする。 

３ 概要書を閲覧しようとする者（以下「閲覧者」という。）は、備付けの閲覧簿に所

 定の事項を記入をして、その申込みをしなければならない。 

４ 閲覧者は、閲覧にあたり次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

（１）概要書を汚染損傷することのないよう注意すること。 

（２）閲覧は係員の指示に従い、指定の場所で静かに行うこと。 

 （第１種低層住居専用地域又は第２種低層住居専用地域内における建築物の高さの

 制限の緩和に係る認定の申請書に添付する図書等） 

第２１条 法第５５条第２項の規定による認定申請書には、次の各号に掲げる図書又

 は書面を添えなければならない。 



（１）省令第１条の３第１項の表１の（い）項に掲げる図書 

（２）省令第１条の３第１項の表１の（ろ）項に掲げる図書及び同項の表２の（３０）

項の（ろ）欄に掲げる日影図 

（３）前２項に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面 

 （道路内の建築制限の緩和に係る認定の申請書に添付する図書等） 

第２２条 法第４４条第１項第３号の規定による認定申請書には、次の各号に掲げる

 図書又は書面を添えなければならない。 

（１）省令第１条の３第１項の表１の（い）項に掲げる図書 

（２）省令第１条の３第１項の表１の（ろ）項に掲げる図書及び同項の表２の（３０）

項の（ろ）欄に掲げる日影図 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面 

 （保存建築物の指定の申請） 

第２３条 法第３条第１項第３号の規定による建築物の指定を受けようとする者は、

 適用除外建築物指定申請書（様式第１１号）正副２通に、それぞれ次の各号に掲げ

 る図書又は書面を添えて市長に提出しなければならない。 

（１）省令第１条の３第１項の表１の（い）項に掲げる図書 

（２）省令第１条の３第１項の表１の（ろ）項に掲げる図書 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面 

２ 市長は、前項の指定をしたときは、申請者に通知するものとする。 

 （保存建築物の認定の申請） 

第２４条 法第３条第１項第４号の規定による建築物の認定を受けようとする者は、

 適用除外建築物認定申請書（様式第１２号）正副２通に、それぞれ次の各号に掲げ

 る図書又は書面を添えて市長に提出しなければならない。 

（１）省令第１条の３第１項の表１の（い）項に掲げる図書 

（２）省令第１条の３第１項の表１の（ろ）項に掲げる図書 

（３）前２項に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面 

２ 市長は、前項の認定をしたときは、申請者に通知するものとする。 

 （高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さ制限の緩和に係る認定の申請書に

 添付する図書等） 

第２５条 法第５７条第１項の規定による認定申請書には、次の各号に掲げる図書又

 は書面を添えなければならない。 



（１）省令第１条の３第１項の表１の（い）項に掲げる図書 

（２）省令第１条の３第１項の表１の（ろ）項に掲げる図書 

（３）省令第１条の３第１項の表２の（３０）項の（ろ）欄に掲げる日影図 

（４）申請に係る建築物の敷地の隣地又はこれに連続して接続する土地で日影時間が

  ２時間以上の範囲にある土地及びその土地に附属する建築物の現況図 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面 

 （延焼防止上支障がない旨の認定の申請） 

第２６条 政令第１１５条の２第１項第４号ただし書の規定による建築物の認定を受

 けようとする者は、延焼防止上支障がない旨の認定申請書（様式第１３号）正副２

 通に、それぞれ次の各号に掲げる図書又は書面を添えて市長に提出しなければなら

 ない。 

（１）省令第１条の３第１項の表１の（い）項に掲げる図書 

（２）省令第１条の３第１項の表１の（ろ）項に掲げる図書 

（３）外壁及び軒裏の構造図 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面 

２ 市長は、前項の認定をしたときは、申請者に通知するものとする。 

 （計画道路を前面道路とみなす建築物の認定の申請） 

第２７条 政令第１３１条の２第２項及び第３項の規定による認定申請書には、次に

 各号に掲げる図書を添えなければならない。 

（１）省令第１条の３第１項の表１の（い）項に掲げる図書 

（２）省令第１条の３第１項の表１の（ろ）項に掲げる図書 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

  附 則 

１ この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の各務原市建築基準法施行細則（以下「旧規則」

 という。）の規定によりなされている申請については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に存する旧規則の規定により作成されている用紙は、この

 規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することがで

 きる。 

４ 川島町の編入の日の前日までに、岐阜県建築基準法施行細則（昭和２６年岐阜県

 規則第９号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規



 定によりなされたものとみなす。 

  附 則（平成１５年規則第３１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則（平成１６年規則第１７号） 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

  附 則（平成１６年規則第２３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則

 の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。 

  附 則（平成１６年規則第５９号） 

この規則は、平成１６年１１月１日から施行する。 

  附 則（平成１７年規則第１号） 

この規則は、平成１７年３月７日から施行する。 

  附 則（平成１８年規則第６０号） 

この規則は、平成１８年８月１日から施行する。 

  附 則（平成１９年規則第３１号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各務原市建築基準法施行細則の

規定により作成されている用紙（以下「旧用紙」という。）がある場合においては、

この規則による改正後の各務原市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、旧用紙

をそのまま使用することを妨げない。 

  附 則（平成２０年規則第２５号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

 


